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○ 庄 原 市 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 誘 致 促 進 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

令 和 ２ 年 1 0月 1 2日 告 示 第 1 2 4号  

改 正  

令 和 ４ 年 ３ 月 2 3日 告 示 第 2 2号  

庄 原 市 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 誘 致 促 進 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

庄 原 市 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 誘 致 促 進 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 （ 平 成 3 1年 庄 原 市 告 示 第 3 6号 ） の 全 部 を 改

正 す る 。  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 市 内 に お い て 新 た に テ レ ワ ー ク 等 を 実 施 す る た め の サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス を 整 備

す る 者 に 対 し 、 予 算 の 範 囲 内 で 庄 原 市 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 誘 致 促 進 事 業 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と

い う 。 ） を 交 付 し 、 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス の 誘 致 を 促 進 す る こ と に よ り 、 市 内 の 産 業 振 興 及 び 地 域 経

済 の 活 性 化 を 図 る た め 、 当 該 補 助 金 の 交 付 に 関 し 、 庄 原 市 補 助 金 交 付 規 則 （ 平 成 1 7年 庄 原 市 規 則 第

4 6号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(１ )  テ レ ワ ー ク  情 報 通 信 技 術 の 活 用 に よ り 場 所 及 び 時 間 そ の 他 の 制 約 に と ら わ れ な い 柔 軟 な 働

き 方  

(２ )  サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス  通 信 回 線 を 活 用 し 、 テ レ ワ ー ク 等 に よ り 本 社 と 同 等 の 業 務 を 行 う こ と

が で き る 当 該 本 社 の 遠 隔 地 に 設 置 さ れ る オ フ ィ ス  

(３ )  常 用 雇 用 労 働 者  雇 用 保 険 法 （ 昭 和 4 9年 法 律 第 1 1 6号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 被 保 険 者  

（ 補 助 対 象 者 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で き る 者 は 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の と す る 。  

(１ )  サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス を 市 内 に 新 た に 開 設 す る こ と 。  

(２ )  超 高 速 情 報 通 信 網 及 び 市 内 の 建 物 等 を 活 用 し て い る こ と 。  

(３ )  市 内 に 営 業 拠 点 及 び 事 業 場 を 有 し て い な い こ と 。  

(４ )  ３ 年 以 上 継 続 し て 事 業 を 行 う 意 思 が あ る こ と 。  

(５ )  サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス に お い て 、 新 た に １ 人 以 上 の 常 用 雇 用 労 働 者 を 雇 用 す る こ と 又 は 市 外 の

他 の 事 業 場 で 雇 用 し て い る 常 用 雇 用 労 働 者 を １ 人 以 上 異 動 さ せ る こ と 。  

(６ )  サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス に お い て 、 日 本 標 準 産 業 分 類 （ 平 成 2 5年 総 務 省 告 示 第 4 0 5号 ） に 基 づ く 業

種 の う ち 別 表 第 １ に 定 め る 業 種 又 は 市 長 が 適 当 と 認 め る 業 種 を 営 む こ と 。  
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(７ )  暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 7 7号 ） 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規

定 す る 暴 力 団 員 （ 以 下 「 暴 力 団 員 」 と い う 。 ） 又 は 同 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 若 し く は 暴 力 団

員 と 密 接 な 関 係 を 有 し な い こ と 。  

（ 補 助 対 象 経 費 等 ）  

第 ４ 条  補 助 金 交 付 の 対 象 と な る 経 費 （ 以 下 「 補 助 対 象 経 費 」 と い う 。 ） 、 補 助 金 の 額 等 は 、 別 表 第

２ の と お り と す る 。  

（ 交 付 申 請 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い う 。 ） は 、 庄 原 市 サ テ ラ イ ト オ フ ィ

ス 誘 致 促 進 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

(１ )  事 業 計 画 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

(２ )  収 支 予 算 書 （ 様 式 第 ３ 号 ）  

(３ )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  申 請 者 は 、 前 項 に 定 め る 申 請 に 当 た っ て は 、 当 該 補 助 金 に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 仕 入

控 除 税 額 （ 補 助 対 象 経 費 に 含 ま れ る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額 の う ち 、 消 費 税 法 （ 昭 和 6 3年 法 律

第 1 0 8号 ） 及 び 地 方 税 法 （ 昭 和 2 5年 法 律 第 2 2 6号 ） の 規 定 に よ り 仕 入 れ に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税

と し て 控 除 で き る 部 分 の 金 額 に 補 助 金 所 要 額 を 補 助 対 象 経 費 で 除 し て 得 た 率 を 乗 じ て 得 た 金 額 を い

う 。 以 下 「 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 」 と い う 。 ） を 減 額 し て 申 請 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 申 請 時

に お い て 当 該 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 が 明 ら か で な い も の に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

３  第 １ 項 に 規 定 す る 申 請 は 、 毎 年 度 １ 月 3 1日 ま で に 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 市 長 が 適 当 と

認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 交 付 決 定 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 前 条 に 定 め る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 補 助 金 の 交 付 を 決 定 し た と

き は 庄 原 市 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 誘 致 促 進 事 業 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 、 交 付 し

な い こ と を 決 定 し た と き は 庄 原 市 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 誘 致 促 進 事 業 補 助 不 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第

５ 号 ） に よ り 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 届 出 等 の 義 務 ）  

第 ７ 条  前 条 に 定 め る 交 付 決 定 を 受 け た 申 請 者 （ 以 下 「 補 助 事 業 者 」 と い う 。 ） は 、 事 業 着 手 と 同 時

に 事 業 着 手 届 （ 様 式 第 ６ 号 ） を 、 事 業 完 成 と 同 時 に 事 業 完 成 届 （ 様 式 第 ７ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  
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（ 事 業 計 画 の 変 更 等 ）  

第 ８ 条  補 助 事 業 者 は 、 交 付 決 定 に 係 る 事 業 （ 以 下 「 補 助 事 業 」 と い う 。 ） の 計 画 を 変 更 し よ う と す

る と き は 、 庄 原 市 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 誘 致 促 進 事 業 補 助 金 計 画 変 更 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 ８ 号 ） に 必

要 な 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し 、 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る

軽 微 な 変 更 の 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

(１ )  補 助 対 象 事 業 の 目 的 の 達 成 に 支 障 を 招 く こ と な く 、 か つ 、 事 業 の 能 率 低 下 に 影 響 が 及 ば な い

細 部 に つ い て 行 う 変 更  

(２ )  補 助 事 業 に 要 す る 経 費 全 体 の 2 0パ ー セ ン ト 以 内 の 変 更  

(３ )  補 助 金 交 付 決 定 額 の 1 0パ ー セ ン ト 以 内 の 減 額 の 変 更  

２  市 長 は 、 前 項 に 定 め る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 こ れ を 承

認 し 、 庄 原 市 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 誘 致 促 進 事 業 補 助 金 計 画 変 更 承 認 通 知 書 （ 様 式 第 ９ 号 ） に よ り 当

該 補 助 事 業 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

３  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 を 中 止 し 、 又 は 廃 止 し よ う と す る と き は 、 庄 原 市 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 誘

致 促 進 事 業 補 助 金 事 業 中 止 等 （ 廃 止 ） 申 請 書 （ 様 式 第 1 0号 ） に よ り 市 長 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら

な い 。  

４  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 が 予 定 の 期 限 内 に 完 了 し な い と き 又 は そ の 遂 行 が 困 難 と な っ た と き は 、

市 長 に 報 告 し 、 指 示 を う け な け れ ば な ら な い 。  

（ 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 の 確 定 に 伴 う 補 助 金 の 返 還 ）  

第 ９ 条  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 完 了 後 に 消 費 税 の 申 告 に よ り 補 助 金 に 係 る 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 が 確

定 し た 場 合 は 、 速 や か に 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 報 告 書 （ 様 式 第 1 1号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

２  市 長 は 、 前 項 に 定 め る 報 告 が あ っ た と き は 、 当 該 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 に 相 当 す る 額 の 全 部 又 は 一

部 を 返 還 さ せ る も の と す る 。  

（ 実 績 報 告 ）  

第 1 0条  前 条 の 規 定 に よ る 交 付 決 定 を 受 け た 申 請 者 （ 以 下 「 補 助 事 業 者 」 と い う 。 ） は 、 交 付 決 定 に

係 る 事 業 （ 以 下 「 補 助 事 業 」 と い う 。 ） が 完 了 し た と き は 、 庄 原 市 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 誘 致 促 進 事

業 補 助 金 実 績 報 告 書 （ 様 式 第 1 2号 ） に 収 支 決 算 書 （ 様 式 第 1 3号 ） そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類 を

添 え て 、 事 業 完 了 の 日 か ら 3 0日 を 経 過 し た 日 又 は 補 助 金 交 付 決 定 の 通 知 を 受 け た 日 の 属 す る 年 度 の

翌 年 度 の ４ 月 2 0日 の い ず れ か 早 い 日 ま で に 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 補 助 金 の 額 の 確 定 等 ）  
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第 1 1条  市 長 は 、 前 条 に 定 め る 実 績 報 告 書 が 提 出 さ れ た 場 合 に お い て 、 当 該 補 助 事 業 の 成 果 が 交 付 決

定 の 内 容 及 び こ れ に 付 し た 条 件 に 適 合 す る と 認 め る と き は 、 交 付 す る 補 助 金 の 額 を 確 定 し 、 庄 原 市

サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 誘 致 促 進 事 業 補 助 金 交 付 確 定 通 知 書 （ 様 式 第 1 4号 ） に よ り 当 該 補 助 事 業 者 に 通

知 す る も の と す る 。  

２  補 助 事 業 者 は 、 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る と き は 、 庄 原 市 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 誘 致 促 進 事 業

補 助 金 請 求 書 （ 様 式 第 1 5号 ） に よ り 市 長 に 請 求 し な け れ ば な ら な い 。  

（ そ の 他 ）  

第 1 2条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 令 和 ２ 年 1 0月 1 3日 か ら 施 行 し 、 令 和 ２ 年 1 0月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

（ 失 効 ）  

２  こ の 告 示 は 、 令 和 ７ 年 ３ 月 3 1日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 た だ し 、 令 和 ７ 年 ３ 月 3 1日 ま で に 、 こ の

告 示 に よ り 交 付 決 定 し た も の に つ い て な さ れ た 処 分 、手 続 そ の 他 の 行 為 は 、な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

（ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 経 済 対 策 に お け る 特 例 ）  

３  令 和 ３ 年 ３ 月 3 1日 ま で に 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 交 付 決 定 を 受 け た 補 助 事 業 に 係 る 補 助 対 象 経 費 等 に

つ い て は 、 第 ４ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 表 の と お り と す る 。  

項 目  対 象 経 費  補 助 率  限 度 額 等  補 助 回 数 等  申 請 書 提 出 期 限  

雇 用 経 費  サ テ ラ イ ト オ フ

ィ ス で 雇 用 す る

常 用 雇 用 労 働 者

（ 自 社 の 雇 用 保

険 被 保 険 者 に 限

る 。 ） の 確 保 に

要 す る 経 費  

定 額  (１ )  限 度 額  常 用

雇 用 労 働 １ 人 に つ

き 3 0万 円 。 た だ し 、

本 市 に 住 所 を 要 す

る 者 を 雇 用 す る 場

合 は 、 １ 人 に つ き

5 0万 円 と す る 。  

(２ )  対 象 人 数  ３

人 を 限 度 と す る 。  

１ 回 限 り  サ テ ラ イ ト オ フ

ィ ス を 開 設 し 事

業 を 開 始 し た 日

以 後 ６ 月 以 内  

建 物 取 得 ・

改 修 費  

建 物 の 取 得 費 又

は 改 修 費  

対 象 経 費 の ４

分 の ３ 以 内  

(１ )  建 物 取 得 の う

ち 新 築 の 場 合 は

１ 回 限 り  改 修 工 事 に 着 手

す る 1 0日 前 ま で  



5 

4 5 0万 円 、 中 古 物 件

の 場 合 は 3 0 0万 円  

(２ )  建 物 改 修 1 5 0

万 円  

機 器 等 購 入

費  

機 器 等 の 購 入 に

係 る 経 費  

対 象 経 費 の ４

分 の ３ 以 内  

7 5万 円  １ 回 限 り  機 器 等 の 購 入 の

契 約 締 結 ま で  

リ ー ス 料  自 動 車 の リ ー ス

料 で 、 交 付 決 定

日 の 属 す る 月 か

ら 3 6月 以 内 に 係

る も の  

対 象 経 費 の ２

分 の １ 以 内  

月 額 １ 万 ８ 千 円  １ 回 目 及 び ２ 回

目 は 1 2月 分 の 借

上 料 完 納 後 と

し 、 ３ 回 目 及 び

４ 回 目 は ６ 月 分

の 借 上 料 完 納 ご

と と す る 。  

サ テ ラ イ ト オ フ

ィ ス を 開 設 し 事

業 を 開 始 し た 日

以 後 １ 年 以 内  

賃 借 料  建 物 賃 借 料 （ 共

益 費 及 び 駐 車 場

賃 借 料 を 含 む 。）

で 、 交 付 決 定 日

の 属 す る 月 か ら

3 6月 以 内 に 係 る

も の  

対 象 経 費 の ２

分 の １ 以 内  

月 額 ４ 万 円  １ 回 目 及 び ２ 回

目 は 1 2月 分 の 借

上 料 完 納 後 と

し 、 ３ 回 目 及 び

４ 回 目 は ６ 月 分

の 借 上 料 完 納 ご

と と す る 。  

サ テ ラ イ ト オ フ

ィ ス を 開 設 し 事

業 を 開 始 し た 日

以 後 １ 年 以 内  

工 事 費  光 回 線 の 引 き 込

み に 係 る 工 事 費  

対 象 経 費 の ４

分 の ３ 以 内  

７ 万 ５ 千 円  １ 回 限 り  工 事 着 手 の 1 0日

前 ま で  

回 線 使 用 料  光 回 線 使 用 料

で 、 交 付 決 定 日

の 属 す る 月 か ら

3 6月 以 内 に 係 る

も の  

対 象 経 費 の ２

分 の １ 以 内  

月 額 ２ 万 円  １ 回 目 及 び ２ 回

目 は 1 2月 分 の 使

用 料 完 納 後 と

し 、 ３ 回 目 以 降

は ６ 月 分 の 使 用

料 完 納 ご と と す

る 。  

サ テ ラ イ ト オ フ

ィ ス を 開 設 し 事

業 を 開 始 し た 日

以 後 １ 年 以 内  
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附  則 （ 令 和 ４ 年 ３ 月 2 3日 告 示 第 2 2号 ）  

こ の 告 示 は 、 令 和 ４ 年 ３ 月 2 4日 か ら 施 行 す る 。  

別 表 第 １ （ 第 ３ 条 関 係 ）  

Ｇ  情 報 通 信 業  3 9  情 報 サ ー ビ ス 業  3 9 1  ソ フ ト ウ ェ ア 業  

3 9 2  情 報 処 理 ・ 提 供 サ ー ビ ス 業  

4 0  イ ン タ ー ネ ッ ト 附 随 サ ー ビ ス

業  

4 0 1  イ ン タ ー ネ ッ ト 附 随 サ ー ビ ス 業  

4 1  映 像 ・ 音 声 ・ 文 字  4 1 1  映 像 情 報 政 策 ・ 配 給 業  

4 1 2  音 声 情 報 政 策 業  

4 1 4  出 版 業  

4 1 5  広 告 制 作 業  

4 1 6  映 像 ・ 音 声 ・ 文 字 情 報 政 策 に 附 帯

す る サ ー ビ ス 業  

Ｌ  学 術 研 究 、専 門 ・技

術 サ ー ビ ス  

7 2  専 門 サ ー ビ ス 業  7 2 6  デ ザ イ ン 業  

7 2 8  経 営 コ ン サ ル タ ン ト 業 ，純 粋 持 株

会 社  

（ た だ し 、 7 2 8 2純 粋 持 株 会 社 を 除 く 。） 

7 3  広 告 業  7 3 1  広 告 業  

7 4  技 術 サ ー ビ ス 業  7 4 2  土 木 建 築 サ ー ビ ス 業  

7 4 3  機 械 設 計 業  

別 表 第 ２ （ 第 ４ 条 関 係 ）  

項 目  対 象 経 費  補 助 率  限 度 額 等  補 助 回 数 等  申 請 書 提 出 期 限  

建 物 取 得 ・

改 修 費  

建 物 の 取 得 費 又

は 改 修 費  

対 象 経 費 の ２

分 の １ 以 内  

(１ )  建 物 取 得 2 0 0

万 円  

(２ )  建 物 改 修 5 0万

円  

１ 回 限 り  改 修 工 事 に 着 手

す る 1 0日 前 ま で  

機 器 等 購 入

費  

機 器 等 の 購 入 に

係 る 経 費  

対 象 経 費 の ２

分 の １ 以 内  

5 0万 円  １ 回 限 り  機 器 等 の 契 約 締

結 ま で  

リ ー ス 料  自 動 車 の リ ー ス 対 象 経 費 の ２ 月 額 １ 万 ８ 千 円  １ 回 目 及 び ２ 回 サ テ ラ イ ト オ フ
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料 で 、 交 付 決 定

日 の 属 す る 月 か

ら 3 6月 以 内 に 係

る も の  

分 の １ 以 内  目 は 1 2月 分 の 借

上 料 完 納 後 と

し 、 ３ 回 目 及 び

４ 回 目 は ６ 月 分

の 借 上 料 完 納 ご

と と す る 。  

ィ ス を 開 設 し 事

業 を 開 始 し た 日

以 後 １ 年 以 内  

賃 借 料  建 物 賃 借 料 （ 共

益 費 及 び 駐 車 場

賃 借 料 を 含 む 。）

で 、 交 付 決 定 日

の 属 す る 月 か ら

3 6月 以 内 に 係 る

も の  

対 象 経 費 の ２

分 の １ 以 内  

月 額 ４ 万 円  １ 回 目 及 び ２ 回

目 は 1 2月 分 の 借

上 料 完 納 後 と

し 、 ３ 回 目 及 び

４ 回 目 は ６ 月 分

の 借 上 料 完 納 ご

と と す る 。  

サ テ ラ イ ト オ フ

ィ ス を 開 設 し 事

業 を 開 始 し た 日

以 後 １ 年 以 内  

工 事 費  光 回 線 の 引 き 込

み に 係 る 工 事 費  

対 象 経 費 の ２

分 の １ 以 内  

５ 万 円  １ 回 限 り  工 事 着 手 の 1 0日

前 ま で  

回 線 使 用 料  光 回 線 使 用 料

で 、 交 付 決 定 日

の 属 す る 月 か ら

3 6月 以 内 に 係 る

も の  

対 象 経 費 の ２

分 の １ 以 内  

月 額 ２ 万 円  １ 回 目 及 び ２ 回

目 は 1 2月 分 の 使

用 料 完 納 後 と

し 、 ３ 回 目 以 降

は ６ 月 分 の 使 用

料 完 納 ご と と す

る 。  

サ テ ラ イ ト オ フ

ィ ス を 開 設 し 事

業 を 開 始 し た 日

以 後 １ 年 以 内  

様 式 （ 省 略 ）  


